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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会 

○議長（松本英隆君） 

 ただいまの出席議員数は12人です。定足数に達していますので、ただいまから令和６ 

年６月大治町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、４番後藤田麻美子議員、５番鈴木

康友議員を指名します。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 議会運営委員長からの会期の報告を求めます。 

○議会運営委員長（林 健児君） 

  議会運営委員会は令和６年５月29日に開催し、令和６年６月定例会の日程を本日から

６月21日までの17日間と決定いたしましたのでご報告いたします。 

○議長（松本英隆君） 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の報告どおり、会期は本日から６月21日までの17日間とすることに御

異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

○議長（松本英隆君） 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月21日までの17日間と決定いた

しました。 

 

 日程第３、継続費繰越計算書の報告についてを議題とします。 

 お手元に配付してありますとおり、町長から地方自治法施行令第145条第１項の規定に

基づき、令和５年度大治町一般会計予算継続費繰越計算書について、議会に報告があり

ました。 

 

 日程第４、繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 

 お手元に配布してありますとおり、町長から地方自治法施行令第146条第２項の規定に

基づき、令和５年度大治町一般会計予算繰越明許費繰越計算書について、議会に報告が

ありました。 
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日程第５、議案第26号から日程第８、議案第29号までを一括議題とします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

  議案第26号令和６年度大治町一般会計補正予算（第２号）。 

  令和６年度大治町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  第１条第１項、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2742万9000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119億5409万6000円とする。 

  第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

  第２条、債務負担行為の変更は、第２表債務負担行為補正による。 

  第３条、地方債の変更及び追加は、第３表地方債補正による。令和６年６月５日提出、 

大治町長。 

  今回の補正の主な内容は、歳出におきましては、総務費において戸籍総合システム運

用業務委託料を1551万円減額し、民生費において子どもの居場所づくり事業委託料を206

万1000円増額し、衛生費において可燃ごみ置場設置工事を199万1000円増額し、土木費に

おいて舗装修繕工事を2500万円減額し、消防費において海部東部消防組合負担金を826

万1000円増額するものでございます。 

  歳入におきましては、国庫支出金を4353万1000円減額し、ふるさと納税寄附金を10万

円増額し、財政調整基金繰入金を1668万2000円増額し、社会資本整備交付金の内示額減

額に伴い公共事業等債について道路ストック対策事業債を1650万円、砂子防災公園整備

事業債を2280万円減額し、国費対象外となった事業費に対し一般事業債について砂子防

災公園整備事業債として3790万円計上するものでございます。 

  また、債務負担行為及び地方債の補正を行うものでございます。 

 

  議案第27号大治町税条例の一部を改正する条例について。 

  大治町税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。令和６年６月５日提出、大

治町長。 

  この案を提出するのは、地方税法等の一部改正に伴い、地方税法附則第15条の７第１

項又は第２項に規定する認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について規定するほ

か、所要の規定の整理を行うためでございます。 

 

  議案第28号大治町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

  大治町国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。令和６年６月

５日提出、大治町長。 
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  この案を提出するのは、地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限

度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充を図るものでございます。 

 

  議案第29号大治町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について。 

  大治町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のと

おり改正するものとする。令和６年６月５日提出、大治町長。 

  この案を提出するのは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、所要の規定の整理を行うためでございます。 

 

○議長（松本英隆君） 

  日程第９、議員派遣の件についてを議題とします。 

  本件についてはお手元に配布しました１の内容のとおり、議員を派遣しましたので報

告いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時08分 散会 

 


